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令和 7年第 8回総会（令和 7年 8月 20 日） 

開会（午後 2時 00 分） 

農政課長 本日はお忙しい中、お暑い中、お集まりいただきありがとう

ございます。 

定刻となりましたので、ただいまより令和 7 年第 8 回総会

をはじめさせていただきます。 

 

 それでは、会長の議事進行により会議を進めていただきま

す。会長、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） ただいまより、令和 7年第 8回総会を開会いたします。 

 

 本日は、大変お暑い中、お忙しい中、ご出席いただきまして

ありがとうございます。 

    

  それでは、本日の議案といたしまして、第 51 号議案「農地

法第 3条の規定による所有権移転許可申請について」から、第

54 号議案「相続税の納税猶予に関して引き続き農業経営を行

っている旨の証明願について」までの 4 議案の審議を行いま

す。また、報告事項を 1件予定しております。議事の進行及び

議案については、お手元配付の次第のとおりでございます。 

限られた時間の中ではございますが、十分ご審議いただくよ

うお願いいたします。 

 

それでは、会議を進めさせていただきます。まず、本日の農

業委員のご出席は 16 人中 12 人で、定足数を満たしておりま

すので、会議が有効に成立しておりますことをご報告いたしま

す。 

 

また、農地利用最適化推進委員は 12 人中 12 人のご出席で

ございます。 

 

次に、本日の議事録署名者は、氏名の 50 音順により、木村

幸廣委員及び小嶌盛夫委員の両委員にお願いいたします。 
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それでは、本日の議事に移りたいと思います。 

 

まずはじめに、お願いがございます。総会での発言は、全て

議事録に記録しております。発言される場合には、まず、挙手

をし、私から指名を受けた上で、必ずマイクを使って発言して

下さい。議事録を正しく作成するため、お手数ですがご協力を

お願いいたします。 

 

 では、議案審議に入ります。 

 

まず、はじめに、第 51 号議案、農地法第 3 条の規定による

所有権移転許可申請について審議を行います。 

 

それでは、担当の方からご報告をお願いいたします。受付番

号 4-3 及び 4-4 について、28 番、坂野委員、お願いいたしま

す。 

 

坂野委員 受付番号 4-3 及び 4-4 につきまして、清水委員及び事務局

職員とで、8月 4日に調査した結果を報告します。 

 

受付番号 4-3 は、譲渡人が、譲受人へ、農地を所有権移転す

るために、許可申請されたものです。 

 

申請地の港区東茶屋四丁目の 1 筆は田で、水稲が作付けさ

れ、良好に管理されていました。 

 

なお、譲受人が、現在所有する農地について、営農状況を確

認したところ、すべて良好に肥培管理されており、権利取得後

の農地についても、適正に利用すると認められます。 

 

 調査の結果、許可をするについて、問題ないと思いますので、

よろしくご審議をお願いします。 
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続きまして、受付番号 4-4 は、譲渡人が、規模縮小のため、

一方、譲受人は、新規就農を希望され、所有権移転するために

許可申請されたものです。 

 

 申請地の港区藤高二丁目の 1筆は畑で、サトイモが作付けさ

れており、良好に肥培管理されていました。 

 

譲受人は、4年前から夫と一緒に、知人の南陽町の畑を手伝

いながら、作物の栽培を学んできました。そして、今回、南陽

町の畑を取得する機会を得たので、本格的に就農するため、本

申請に至ったものです。 

 

面談の結果、申し出の農地を効率的に利用する、意欲ある者

と思われ、権利取得後の農地についても、適正に利用すると認

められます。 

 

 以上、調査の結果、許可をするについて、問題ないと思いま

すので、よろしくご審議をお願いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。ただいまご報告いただきました

が、何かご意見はございますか。 

 

  特にないようです。それでは、第 51 号議案の案件について

は、許可してよろしいか、お諮りいたします。 

 

委員  異議なし。 

 

議長（会長） ご異議なしと認め、第 51 号議案の案件は許可することとい

たします。 

 

 次に、第 52 号議案、農地法第 5 条の規定による使用貸借権

設定許可申請について審議を行います。 

 

それでは、担当の方からご報告をお願いいたします。受付番
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号 4-2 について、28 番、坂野委員、お願いいたします。 

 

坂野委員 受付番号 4-2 につきまして、清水委員と事務局職員とで、8

月 4日に調査した結果を報告します。 

 

一時転用の内容は、北側宅地上の住宅及び倉庫を解体・撤去

するにあたり、当該宅地が接道していないため、本申請地を重

機等の進入及び資材置場として使用するものです。 

 

申請地は青地ですが、当該宅地へ侵入できるのは、本申請地

のみで、他に適当な土地がなく、利用許可期限後は、農地に復

元する旨を確認しております。 

 

また、茶屋新田土地改良区の同意書があることや、開発許可

に関しては必要ない旨を確認していることから、当該事業が確

実に遂行されるものと考えられます。 

 

 以上、調査の結果、許可をするについて、問題ないと思いま

すので、よろしくご審議をお願いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。ただいまの報告について、何かご

意見はございますか。 

 

 特にないようです。それでは、第 52 号議案の案件について

は、許可してよろしいか、お諮りいたします。 

 

委員  異議なし。 

 

議長（会長） ご異議なしと認め、第 52 号議案の案件は、許可することと

いたします。 

 

 次に、第 53 号議案、生産緑地に係る農業の主たる従事者の

証明願について審議を行います。 
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それでは、担当の方からご報告をお願いいたします。受付番

号 1-5 について、4番、近藤委員、お願いいたします。 

 

近藤委員 受付番号 1-5 の農地について、福島茂俊委員と事務局職員

で、8月 4日に、現地調査した結果を報告します。 

 

受付番号 1-5 願い出の農地について、ウメが栽培されていま

した。お亡くなりになるまで、主たる従事者として、農地を良

好に管理されていたことを確認しました。 

 

以上、何ら問題は無いと思いますので、よろしくご審議のほ

ど、お願いいたします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 2-2 について、19

番、若松委員、お願いいたします。 

 

若松委員 受付番号 2-2 の農地について、8月 5日に箕浦委員及び事務

局職員とで現地調査した結果を報告します。 

 

申請地は畑で、ナス、キュウリなどが作付けされていました。 

 

申請者ご自身が体調を崩されるまでは、主たる従事者として

農地を良好に管理されていたことを確認いたしました。 

 

何ら問題は無いと思いますので、よろしくご審議のほど、お

願いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 3-3 について、11

番、横井委員、お願いいたします。 

 

横井（昭）

委員 

受付番号 3-3 の農地につきまして、8月 1日に安井委員と事

務局職員とで現地調査をいたしましたので、結果をご報告いた

します。 
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受付番号 3-3 の、中川区中郷五丁目の 1筆の畑はトウガン、

ネギ、ナスが作付けされていました。 

 

このことから、主たる従事者が故障するまで、農地を良好に

管理されていたことを確認しました。また、病状については、

医師の診断書と本人との面談により、事務局が確認しておりま

す。 

 

以上、証明することにつき、問題はないと思いますので、よ

ろしくご審議をお願いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。ただいまご報告いただきました

が、何かご意見はございますか。 

 

  特にないようです。それでは、第 53 号議案の案件について

は、証明してよろしいか、お諮りいたします。 

 

委員  異議なし。 

 

議長（会長） ご異議なしと認め、第 53 号議案の案件は証明することとい

たします。 

 

 次に、第 54 号議案、相続税の納税猶予に関して引き続き農

業経営を行っている旨の証明願について審議を行います。 

 

 それでは、担当の方からご報告をお願いいたします。受付番

号 1-11 について、5番、福島委員、お願いいたします。 

 

福島委員 受付番号 1-11 の農地について、近藤正俊委員と事務局職員

で、8月 4日に、現地調査した結果を報告します。 

 

申請地において、丁田町の 1筆においてはカキ、カボチャ、

キュウリなどが栽培され、上社四丁目の 1筆においてはカキ、

ビワが栽培されていました。いずれも肥培管理良好に管理され
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ていました。 

 

また、願出者が自ら農業経営を行っていることを確認してお

ります。 

 

以上、問題ないと思いますので、よろしくご審議のほどお願

いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 1-12 及び 1-13 に

ついて、1番、小嶌委員、お願いいたします。 

 

小嶌委員 受付番号 1-12 及び 1-13 の農地について、成田秋義委員と事

務局職員で、8月 4日に、現地調査した結果を報告します。 

 

受付番号 1-12 について、申請地である水広三丁目の 1 筆に

は、ミカン、クリ、サトイモ、エダマメ、ラッカセイが栽培さ

れ、また水広三丁目の 1筆には、トウモロコシ、サツマイモ、

スイカ、メロンが栽培され、いずれも肥培管理良好でした。 

 

次に受付番号 1-13 について、申請地である松が根台の 2 筆

には一体で、ハッサク、カキ、ウメが栽培され、肥培管理良好

でした。 

 

また、願出者が自ら農業経営を行っていることを確認してお

ります。 

 

以上、問題ないと思いますので、よろしくご審議のほどお願

いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 1-14 及び 1-15 に

ついて、5番、福島委員、お願いいたします。 

 

福島委員 受付番号 1-14 及び 1-15 の農地について、近藤正俊委員と事

務局職員で、8月 4日に、現地調査した結果を報告します。 
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受付番号 1-14 の申請地は、カキ、ミカンが栽培されており、

肥培管理良好でした。 

 

受付番号 1-15 の申請地は、扇町 3丁目の 1筆では、ミカン、

キウイが、牧の原二丁目の 2筆では一体で、ウメが、牧の原三

丁目の 2 筆では一体で、カキ、サツマイモがそれぞれ栽培さ

れ、肥培管理良好でした。 

 

また、願出者が自ら農業経営を行っていることを確認してお

ります。 

 

以上、問題ないと思いますので、よろしくご審議のほどお願

いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 1-16 について、

2番、成田委員、お願いいたします。 

 

成田委員 受付番号 1-16 の農地について、小嶌盛夫委員と事務局職員

で、8月 4日に、現地調査した結果を報告します。 

 

申請地である東神の倉二丁目の 1筆には、ギンナン、ウメが

栽培され、肥培管理良好でした。 

 

また、願出者が自ら農業経営を行っていることを確認してお

ります。 

 

以上、問題ないと思いますので、よろしくご審議のほどお願

いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 1-17 について、

4番、近藤委員、お願いいたします。 

 

近藤委員 受付番号 1-17 の農地について、福島茂俊委員と事務局職員
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で、8月 4日に、現地調査した結果を報告します。 

 

1-17 の申請地には、ウメ、カキ、サツマイモが栽培されてい

ました。農地の肥培管理は良好です。 

 

また、願出者が自ら農業経営を行っていることを確認してお

ります。 

 

以上、問題ないと思いますので、よろしくご審議のほどお願

いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 1-18 について、

2番、成田委員、お願いいたします。 

 

成田委員 受付番号 1-18 の農地について、小嶌盛夫委員と事務局職員

で、8月 4日に、現地調査した結果を報告します。 

 

申請地である横吹町の 1筆には、ピーマン、キュウリ、ナス、

サツマイモ、サトイモ、オクラ、ミニトマトなどの野菜が、1

筆には、ミカンが、1筆には、カキが栽培され、肥培管理良好

でした。 

 

また、願出者が自ら農業経営を行っていることを確認してお

ります。 

 

以上、問題ないと思いますので、よろしくご審議のほどお願

いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 1-19 について、

4番、近藤委員、お願いいたします。 

 

近藤委員 受付番号 1-19 の農地について、福島茂俊委員と事務局職員

で、8月 4日に、現地調査した結果を報告します。 
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1-19 の申請地について、植田二丁目の 1筆において、ナス、

トマト、サツマイモなどが栽培され、植田東二丁目の 1筆にお

いて、ウメ、カキ、ズッキーニが栽培され、いずれも農地の肥

培管理は良好です。 

 

また、願出者が自ら農業経営を行っていることを確認してお

ります。 

 

以上、問題ないと思いますので、よろしくご審議のほどお願

いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 2-7 から 2-9 につ

いて、8番、箕浦委員、お願いいたします。 

 

箕浦委員 受付番号 2-7 から 2-9 について、8月 5日に若松委員及び事

務局職員とで現地調査した結果を報告します。 

 

受付番号 2-7 の申請地は畑で、トマト、オクラなどが作付け

されていました。 

 

受付番号 2-8 の申請地は田と畑で、4 筆の田には水稲が、2

筆の畑にはトマト、キュウリなどが作付けされていました。 

 

受付番号 2-9 の申請地は田と畑で、田は水稲が、畑はミカ

ン、カボチャなどが作付けされていました。 

 

願出者が引き続き農業経営を行っていることを確認し、何ら

問題は無いと思いますので、よろしくご審議のほど、お願いし

ます。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 2-10 について、

6番、木村委員、お願いいたします。 
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木村（幸）

委員 

受付番号 2-10 について、8 月 4 日に石田委員及び事務局職

員とで現地調査した結果を報告します。 

 

申請地は畑で、ナス、イチジクなどが作付けされていました。 

 

願出者が引き続き農業経営を行っていることを確認し、何ら

問題は無いと思いますので、よろしくご審議のほど、お願いし

ます。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 2-11 について、

8番、箕浦委員、お願いいたします。 

 

箕浦委員 受付番号 2-11 について、8 月 5 日に若松委員及び事務局職

員とで現地調査した結果を報告します。 

 

申請地はすべて田で、水稲が作付けされていました。 

 

願出者が引き続き農業経営を行っていることを確認し、何ら

問題は無いと思いますので、よろしくご審議のほど、お願いし

ます。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 3-5 について、23

番、安井委員、お願いいたします。 

 

安井（正）

委員 

受付番号 3-5 の農地につきまして、8月 1日に横井委員と事

務局職員とで現地調査をいたしましたので、結果をご報告いた

します。 

 

受付番号 3-5 の中川区富永三丁目の 2 筆の田は、水稲が植

え付けられており、いずれも良好に管理されていました。 

 

以上、証明することにつき、問題はないと思いますので、よ

ろしくご審議をお願いします。 
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議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 4-6 について、28

番、坂野委員、お願いいたします。 

 

坂野委員 受付番号 4-6 につきまして、 清水委員及び事務局職員とで、

8月 4日に調査した結果を報告します。 

 

証明願い出の農地、港区藤前一丁目はじめ 6筆は畑で、トウ

モロコシ、ブロッコリー、サトイモが作付けされており、農地

として良好に管理されていました。 

 

また、この土地の所有者が、農業経営してきたことは、申請

時に事務局において確認しています。 

 

 以上、調査の結果、願い出のとおり証明することについて、

問題はないと思いますので、よろしくご審議をお願いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。次に、受付番号 4-7 について、15

番、安井委員、お願いいたします。 

 

安井（秀）

委員 

受付番号 4-7 につきまして、神野推進委員及び事務局職員と

で、8月 5日に調査した結果を報告します。 

 

証明願い出の農地、港区宝神五丁目はじめ 3筆は田で、水稲

が作付けされており、また港区宝神五丁目はじめ 2筆は畑で、

イチジク、ミカン、サツマイモ、ゴーヤが作付けされており、

農地として良好に管理されていました。 

 

また、この土地の所有者が、農業経営してきたことは、申請

時に事務局において確認しています。 

 

 以上、調査の結果、願い出のとおり証明することについて、

問題はないと思いますので、よろしくご審議をお願いします。 

 

議長（会長） ありがとうございました。ただいまご報告いただきました
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が、何かご意見はございますか。 

 

  特にないようです。それでは、第 54 号議案の案件について

は、証明してよろしいか、お諮りいたします。 

 

委員  異議なし。 

 

議長（会長） ご異議なしと認め、第 54 号議案の案件は証明することとい

たします。 

 

 本日予定しました議案は以上でございます。 

 

 続きまして、報告に移ります。 

 

報告（1）「農地転用届出等処理報告」について事務局、お願

いいたします。 

 

農政課長 それでは、令和 7 年 7 月 1 日から令和 7 年 7 月 31 日まで

に、名古屋市農業委員会事務局長以下代決規程に基づき、事務

局が処理した案件につきまして、ご報告させていただきます。 

 

まず、1ページから 6ページにかけまして、農地法第 3条の

3の規定による届出が 16件 

 

続いて、7ページから 18ページにかけまして、農地法第 4条

第 1項第 7号の規定による転用届出が 33件 

 

続いて、19 ページから 45 ページにかけまして、農地法第 5

条第 1 項第 6 号の規定による転用届出のうち所有権移転に係

るものが 78件 

 

続いて、46ページから 48ページにかけまして、同じく、農

地法第 5 条第 1 項第 6 号の規定による転用届出のうち賃借権

設定に係るものが 7件 
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続いて、49ページですが、同じく、農地法第 5条第 1項第 6

号の規定による転用届出のうち使用貸借権設定に係るものが

1件 

 

続いて、50ページですが、現況証明願が 2件 

 

続いて、51ページですが、転用届出に係る取消願が 2件 

 

続いて、52ページですが、転用届出に係る訂正願が 2件 

 

続いて、53 ページですが、引き続き認定都市農地貸付け等

を行っている旨の証明願が 2件 

 

続いて、54 ページですが、土地改良事業参加資格交替申出

の承認が 1件 

 

それぞれ受理いたしております。報告は、以上でございます。 

 

議長（会長） ただいまの報告で、何かご質問等はございますか。 

 

 特にないようです。 

 

その他、何かありますでしょうか。 

 

 特にないようです。 

 

それでは、以上をもちまして、令和 7年第 8回総会を閉会い

たします。議事進行にご協力いただきましてありがとうござい

ました。 

 

閉会（午後 2時 24 分） 

 


